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1 対象森林の概要 

1.1 森林所有者の名称、対象森林面積 

所有者名称 面積（ha） 

東京電力リニューアブルパワー株式会社 3,452.98 

 

1.2 対象森林の所在地 

群馬県利根郡片品村 

 

1.3 準拠する森林吸収源・生物多様性等評価基準 

「森づくりにおける森林吸収源・生物多様性等評価基準」 

（令和 6年 2月 1 日 一般社団法人フォレストック協会） 

 

1.4 沿革 

明治から大正にかけて電力の需要が急速に高まり、当時発電の中心であった水力発電

所建設が我が国において大きな課題であった。そのような状況の中、1903 年（明治 36

年）に尾瀬における水力発電計画が発表されていた。1916 年（大正 5 年）、当時の電力

会社（利根発電）が尾瀬の豊富な水を発電に活用すべく、尾瀬の群馬県側の土地を取得

し、1922 年（大正 11 年）には関東水電が水利権を取得した。しかし、大規模な発電所

開発には至らず、1951 年の東京電力株式会社設立時に、尾瀬の土地はそのまま東京電

力株式会社に引き継がれた。 

1960 年代になると尾瀬を訪れるハイカーが増え、木道や公衆トイレの整備されてい

ない尾瀬の自然は荒廃し始めたため、尾瀬の自然を守るべく東京電力株式会社が自然保

護に取り組むようになり、木道の整備のほか、アヤメ平の湿原回復作業などが行われて

きた。 

尾瀬は 1934 年（昭和 9年）に誕生した日光国立公園の一部として、1953 年以降は国

立公園特別保護地区として守られてきた。1960 年（昭和 35年）に特別天然記念物、2005

年（平成 17 年）11 月にはラムサール条約の登録湿地となり、2007 年（平成 19 年）8

月には日光国立公園から独立するかたちで尾瀬国立公園となった。東京電力リニューア

ブルパワー株式会社所有の尾瀬戸倉山林は、尾瀬国立公園の約 4割、特別保護地区の約

7 割を占め、林業活動のみならず自然保護活動にも力を注いでいる。 

現在、尾瀬戸倉山林における保護活動は東京電力リニューアルブルパワー株式会社が

担当しており、現場での管理実務は東京パワーテクノロジー株式会社尾瀬林業事業所が

担っている。 

なお、東京電力株式会社は、2016 年 4 月にホールディングカンパニー制に移行し、

東京電力ホールディングス株式会社となった。そして、同社内のリニューアブルパワ

ー・カンパニーが尾瀬戸倉山林の保護活動を担当し、その活動は 2019 年 10 月に設立

された東京電力リニューアブルパワー株式会社に引き継がれた。その際に、尾瀬戸倉山
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林の所有も東京電力リニューアブルパワー株式会社に継承された。また、管理実務は

1951 年の東京電力株式会社の設立と同時にできた尾瀬林業観光株式会社、その後は尾

瀬林業株式会社に引き継がれ、水源涵養機能の発揮を目的として自然保護を始めとした

管理が継続的になされてきた。2013 年 7 月より、尾瀬林業株式会社は東電環境エンジ

ニアリング株式会社および東電工業株式会社と経営統合し、東京パワーテクノロジー株

式会社となり、その事業は新会社の尾瀬林業事業所に引き継がれている。 

 

1.5 森林と管理等の概要 

・ 東京電力リニューアブルパワー株式会社が所有する管理区域約 16,000ha のほとん

どが尾瀬国立公園に指定され、森林法のみならず、自然公園法、文化財保護法、河

川法等に準拠した森林等管理が行われている。 

・ 管理・運営は、東京電力株式会社の子会社であった尾瀬林業株式会社により行われ

ていたが、尾瀬林業株式会社は、東電環境エンジニアリング株式会社および東電工

業株式会社と経営統合して東京パワーテクノロジー株式会社となり、同社内の尾瀬

林業事業所が認定対象地の管理・運営を行っている。 

・ 伐採・造林対象となる森林に関しては、森林経営計画を樹立し、認定を受けている。 

・ 認定対象森林は、片品村集落に近い過去の森林利用エリアを生産等経済的価値を求

める森林域として区画した 3,452.98ha である。人工林や広葉樹・針葉樹林の二次

林が主である。 

・ 認定対象面積 3,452.98ha のうち、1,300.37ha がカラマツ人工林であり、毎年約 200

～300m3が伐採・搬出され、一部は地元製材所で製材し、尾瀬の木道に利用されて

いる。木道の設置は東京電力リニューアブルパワー株式会社、管理は尾瀬林業事業

所により行われている。天然林の 2,126.36ha は過去に薪炭等で利用された広葉樹・

針葉樹二次林である。 

・ 国立公園に指定されている尾瀬には、昨年は約 15 万人以上の入山者があり、入山

者に対してガイド、資料、情報、宿泊・食事の提供などを行っている。尾瀬林業事

業所は山小屋をはじめとした施設等の経営も行っている。 

・ 環境教育として、尾瀬広報ガイド、出前授業、尾瀬ネイチャーセンター運営なども

行っている。植林で使用するブナの苗木は、尾瀬戸倉山林で採取した種から自家苗

圃で生産し、ボランティアとともに養生を行っている。 
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1.6 森林構成 

・ 対象森林面積 3,452.98ha のうち人工林は 1,326.62ha で全体の 38.4％を占める。 

・ 人工林のうち、カラマツ人工林が 1,300.37ha で、人工林面積の 98.0％を占める。

カラマツのほかにアカマツやその他針葉樹、スギ、その他広葉樹（ブナ）が小面積

で分布している。 

・ 人工林は 13 齢級の 568.14ha をピークとして、11～15 齢級に集中している。11～

15 齢級の人工林面積は 1,286.57ha であり、これは人工林の 97.0％に相当する。 

・ 6 齢級の若齢林としてブナの植林による広葉樹人工林が小面積に存在するが、他の

齢級の人工林はほとんど存在せず、極めて偏った齢級構成となっている。 

・ 天然林は対象森林面積の 61.6％を占め、針葉樹自然林が 2,089.50ha と広葉樹林

36.86ha であり、16 齢級以上が突出しており、天然林面積の 95.7%を占め、高齢に

偏った齢級構成となっている。 

 

人工林

1,326.62ha

38.4%天然林

2,126.36ha

61.6%

図1 人工林・天然林別森林面積
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2 生物多様性の評価 

 定性評価は、5 段階で評価し（水準適合度）、0～4 点で採点する。採点のための判断

基準は下表のとおりである。 

 

表 1 定性評価のための水準適合度の判断基準 

点数 判定内容 

0 点 
全体的な水準に関して森林資源が十分に管理されていない。このような状況

が続くまたは正しい行動がなされないと多大なる危険を生む可能性がある。 

1 点 
水準の最も大切な部分は満たされているが、長期的に見て森林管理責務遂行

のためには改善の余地がある。 

2 点 
一定の規模、種類、多様性において良く管理されたとされるレベルを表して

いる。このレベルは良質な森林管理と言える。 

3 点 
森林管理者が結果を生むために特殊な障害を乗り越えた場合や、いくつかの

水準における特に高い評価が下された場合に付けられる。 

4 点 
革新的なまたはすばらしい管理状態によって、規準を達成して目覚ましい成

果となったことを認めるものである。 

 

2.1 生物多様性の定性評価指標による評価 

 

表 2 生物多様性・水土保全面の定性評価指標による評価採点 

定性評価指標 所見 
水準 

適合度 

① 景観レベルで、高齢の人

工林から若齢の人工林、天然

林の地域的配置の多様性が

維持されているか 

カラマツ人工林は 11～15 齢級に集中しており、齢

級構成には偏りがある。しかし、成熟し豊かな森と

なった広葉樹・針葉樹二次林の中にカラマツ人工林

が散在し、景観レベルでの多様性は保たれている。 

多くの入山客を迎える国立公園として、自然景観・

生物多様性の維持にも配慮した森林管理が行われ

ている。 

3 

② 渓流沿いに広葉樹あるい

は下層植生の積極的な繁茂

等の緩衝林帯（バッファーソ

ーン）があるか 

渓流沿いは自然に成立する広葉樹渓畔林で形成さ

れており、渓流の生物の生息及び景観が維持できる

ようなバッファーゾーンとなっている。下層植生も

発達した渓畔林となっている。 

渓流から 20m 範囲はバッファーゾーンとして伐採

しないようにしている。 

4 
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定性評価指標 所見 
水準 

適合度 

③ 林分内において広葉樹林

が亜高木層まで達している

か。下層植生を含め林分内の

階層構造が発達しているか。 

カラマツ人工林においては、広葉樹の侵入度合いが

林分ごとに異なる。ササ類の繁茂が著しい林分で

は、広葉樹の生育は難しく種数は減少するものの階

層構造は維持している。また、間伐遅れの林分でも、

カラマツの葉はスギやヒノキと異なり落葉するた

め、広葉樹が侵入し階層構造を形成する。 

3 

④ 人工林が間伐遅れ等で荒

廃していないか。人工林の下

層植生が発達しているか 

アクセスのしやすい路網沿いは計画的に間伐が行

われており、比較的管理がなされているが、アクセ

スが悪い林分では間伐遅れが多い。しかし、カラマ

ツは落葉性のため間伐が遅れている林分でも林内

は比較的明るく、一定の下層植生が維持されてい

る。 

2 

⑤ 人工林林分内の樹木は根

元が太く、根張りが良いか 

森林調査による結果から、形状比の平均値は 88 と

やや高く、全体的にひょろ長い樹形となっており、

カラマツ人工林は間伐遅れの傾向があると言える。

現地でも根張りの良い状態は観察されなかった。 

2 

⑥ 根上りや雨裂など、土壌

侵食の兆候が見られないか 

土壌侵食やそれによる根上がり、また林道等路網へ

の雨裂などは見られなかった。 

間伐時に重機等により踏み荒らされた林地は修繕

しておくよう委託業者には指導している。 

4 

⑦ 林縁木は葉量が多く、ま

た周囲に低木群落があるか 

林縁木のカラマツの葉量は十分である。またカラマ

ツ林は広葉樹林の中に散在し、周囲は低木群落や高

木の広葉樹林に隣接し、風に対する抵抗力は比較的

強い状態にある。 

ただし、強間伐が行われた林分は林縁部のみならず

林内も過度に空間が開いている。 

3 

⑧ 立木密度が適正で、等間

隔で育っているか（風害に対

する耐性など） 

路網沿いは定期的に間伐が行われており、立木密度

は比較的適正である。人工林調査による結果から、

立木密度指数(樹高からみた ha あたり標準本数に

対する立木本数の割合)の平均値は 178%と、全体と

して比較的適正であると言える。 

ただし、間伐時の選木が適当ではなく、立木の配置

が不均等な林分もある。 

2 
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定性評価指標 所見 
水準 

適合度 

⑨ 鳥類種数は多いか 

管理区域全域を含む片品川流域には、夏鳥や冬鳥 

などの渡わたり鳥も含ふくめると、120 種類以上の

鳥類がいるという報告がなされており、種数は極め

て多い (「片品川ふるさとの山と川の物語」令和 4

年 3 月 国交省関東地方整備局利根川水系砂防事務

所発行)。現地調査時にも多くの鳥の鳴き声が確認さ

れた。 

4 

⑩ 自然環境保護地域など法

令で指定された森林がある

場合には、それらが機能して

いるか。 

管理区域ほぼ全域が国立公園の特別保護地区と特

別地域第 1 種～3 種に指定されている。指定区域は

尾瀬国立公園区域及び公園計画図によりその範囲

は明確である。カラマツ人工林には 1 種に指定され

ているエリアはない。 

また、自然を守る活動としては、当該国立公園に関

わる尾瀬国立公園協議会や、その下部組織の各種分

科会により監視され、自然を守る活動が活発に行わ

れている。分科会ではシカやクマ対策などが検討さ

れている。 

4 

⑪ 病虫害の蔓延、獣害の被

害がある場合、どのような対

処方針を取っているか 

2 年前くらいから、カラマツの立ち枯れが確認され

ている。巡回時に発見した。樹木医に確認してもら

ったが、原因は不明である。現時点では顕著な被害

の拡大は見られない。 

シカ個体数は引き続き増加傾向にある。現在は新植

を行っていないため、カラマツ新植地への食害は見

られないが、自然植生を維持するため、尾瀬ヶ原は

環境省、群馬県、福島県、片品村と協力し防護柵（誘

導柵）を設置している。大清水方面は防護柵の設置

を辞め、ワナによる捕獲を行っている。 

クマ対策としては、餌となるミズバショウの種を集

めて餌場を作っておく等をしている。 

4 
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定性評価指標 所見 
水準 

適合度 

⑫ 森林管理における環境へ

の影響の軽減について、認識

し実行しているか 

伐採等の森林に及ぼす影響に関しては、委託先に作

業仕様書にて環境保全について記述し、指導してい

る。また口頭でも渓畔林の伐倒、植物性のチェーン

オイルの使用、燃料取り扱い時の留意点などを指導

している。 

施業前には環境影響評価を実施している。2010年に

FSC 認証を取得して以来、この取り組みは定着し、

各作業員の環境意識は向上している。 

4 

⑬ 保安林、鳥獣保護区、砂

防指定地がある場合、これを

理解しているか。希少生物が

生息していれば保護に対す

る意識はあるか 

保安林等の法指定状況について認識し、その規則を

順守している。管理山林全域内に湿地を有するた

め、多数の希少種が確認されており、それらに対す

る保護意識は極めて高い。 

4 

⑭ 林道建設・維持管理や機

械作業等による地盤や土壌

等への影響に配慮している

か 

新たな林道・作業道の建設はない。搬出のために設

置した作業道や重機が移動した箇所は土を元に戻

すよう指導している。既設林道・作業道は間伐時に

使用する程度であり、通常は使用されていない。そ

のため、定期的な維持管理活動は行っていないが、

路面の浸食等は見られず管理状況に問題ない。 

利用する管内の村有道は草刈り等を行っており、損

壊などを発見した際には村に報告している。 

4 

⑮ 災害の多発地帯ではない

か。多発地帯である場合、ど

のような対処方針を取って

いるか 

近年の異常な豪雨による山地崩壊等の災害は、対象

地域では見られていない。安山岩など火成岩地帯

で、山地は安定している。林道誘因型の土壌浸食も

見られない。 

4 

小 計 51 
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2.2 生物多様性主要定量指標による評価 

評価に際しては、森林調査地点 12 箇所および土壌調査 12 箇所、植生調査 13 箇所の

うち、天然林（広葉樹林）を除く 12 箇所を評価の対象とする。 

植生調査および土壌調査の結果は以下のとおりである。なお、相対照度は「表 9 人

工林調査 林況総括表」にて示す。 

 

表 3 土壌調査結果 

調査 NO A0 層 A 層 

1 9 18 

2 8 21 

3 8 19 

4 9 23 

5 2 16 

6 3 17 

7 5 27 

8 5 24 

9 8 20 

10 4 20 

11 4 23 

12 6 20 

平均 5.9 20.7 

 

表 4 植生調査結果 

調査 NO 植物種数 
階層ごとの植生被度 

高木 亜高木 低木 草本 

1 52 40 20 100 40 

2 54 50 5 5 80 

3 30 90 60 30 90 

4 47 70 10 40 100 

5 48 80 50 70 80 

6 54 60 3 20 100 

7 49 80 20 80 30 

8 36 90 10 20 100 

9 19 90 40 30 100 

10 19 80 30 20 100 

11 12 90 5 1 100 

12 16 90 10 30 100 

平均 36 75 21 37 85 
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 以上の結果を生物多様性主要定量指標により評価すると、下表のような評価結果とな

った。 

 

表 5 生物多様性主要定量指標による評価採点 

 

2.3 採点・評価 

①生物多様性の定性評価指標の 15 項目の水準適合度の合計（60 点満点） 

②生物多様性主要定量指標の 5 項目の得点（20 点満点）を合計し、これを 2 倍（40

点満点） 

③これら①②の得点を合算して、100 点を最優良として以下の得点範囲で評価した。

その結果を下表に示す。 

 

表 6 生物多様性主要定量指標による評価結果 

森の健全度 優良 良 平均的 不良 荒廃 

評価採点 4 3 2 1 0 

生態・環境 

指標 

(調査結果) 

相対照度(%)  23    

植物種数(数)   36   

植生被度(%) 85     

A0層の厚さ(㎝) 5.9     

土壌 A 層厚さ(㎝) 20.7     

生態・環境 

指標 

(採点) 

相対照度  3    

植物種数   2   

植生被度 4     

A0 層の厚さ 4     

土壌 A 層厚さ 4     

各事項得点 12 3 2 0 0 

合計 17 

評価得点 34 

生物多様性・水土保全面の評価得点 51 

生物多様性指標による定量評価得点 34 

総合得点 85 (優良) 
  

総合得点 100～81 80～61 60～41 40～21 20～ 

生物多様性評価 優良 良 平均的 やや不良 不良 
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3 森林の管理・経営の評価 

3.1 森林の管理・経営の定性評価指標による評価 

 

表 7 森林の管理・経営の定性評価指標（経済面）による評価採点 

森林経営の持続が森林資源を守り、経済的に優れているか 

-経済面- 

定性評価指標 所見 
水準 

適合度 

① 多様な林齢で構成さ

れ、林齢構成が平準化し

ているか 

カラマツ人工林は、13 齢級をピークとして偏っ

ており、平準化されていない。現在は苗木確保

が困難なため、皆伐・再植林を行っていない。

木道用の木材の確保のためにも、主伐・再造林

による資源の持続性が求められる。なお、天然

林は 16 齢級以上が天然林面積の約 96%を占め

ている。 

2 

② 森林から何らかの持

続的収穫があるか 

現在も継続して 200～300m3/年程度を収穫し、

そのおよそ 3 分の 1 を尾瀬の木道用材として使

用し、3分の 2 を販売している。木道用以外は、

間伐作業の委託業者が主にバイオマス用として

購入している。 

収穫を主目的とした森林管理を行っておらず、

木道に必要な材積をベースに収穫を行っている

ため、現在のところはこれ以上収穫量を増やす

計画はない。 

2 

③ 管理の基盤となる森

林簿・森林計画（基本）

図などは正確か。 

認定対象森林の空中写真、赤色立体図、地形分

類図、傾斜区分図植生図（web で公開）を有し

ている。 

県の森林基本図は独自の小班図とおおむね整合

している。手書きのままであった独自の小班図

を GIS 化した。森林簿の情報もおおむね正確で

ある。 

4 

④ 路網の密度と適正な

配置、機械化等により、

作業の効率化に取り組ん

でいるか 

公道や既存林道を活用して施業を実施している

が、林道密度は 10.1m/ha とやや低く、アクセ

スの悪い林分は手入れが遅れている。委託先は

所有するグラップル、プロセッサなどにより効

率的な作業に取り組んでいるが、搬出時に残存

木を傷つけるなどが散見される。生産性の向上

だけではなく丁寧な作業が求められる。 

2 
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定性評価指標 所見 
水準 

適合度 

⑤ 森林経営は健全で、毎

年収益を上げているか 

木材生産を主目的とした森林管理を行っていな

いため、木材からの収益は限定的である。販売

は主にバイオマス用材で、それ以外は木道用と

して自家消費している。 

経費の大部分は東京電力リニューアブルパワー

株式会社が負担している。 

1 

⑥ 森林作業に従事する

場を提供し、安定雇用と

なっているか 

現場作業は毎年地元事業体に委託しており、雇

用の場となっている。また、東京パワーテクノ

ロジー株式会社も安定雇用の場となっている。 

3 

小 計 14 

 

表 8 森林の管理・経営の定性評価指標（社会貢献面）による評価採点 

森林経営が地域社会に貢献しているか 

-社会貢献面- 

定性評価指標 所見 
水準 

適合度 

①  収穫材のトレーサビ

リティがなされているか 

収穫材は 200～300m3/年程度と多くない。収穫

された材は尾瀬林業事務所の土場に集積され、

およそ 3 分の 1 が木道用材、残り 3 分の 2 は主

にバイオマス用として仕分けされ出荷されてい

る。販売に係る伝票は保管されている。木道用

材に関しては、地元製材工場に委託して製材し、

尾瀬湿原等の木道として利用しており、収穫材

のトレーサビリティはすべて明確である。 

4 

②  地域住民等との関わ

りが深いか 

尾瀬国立公園に係る多数の利害関係者がいる。

関係協議会・委員会へは東京電力リニューアブ

ルパワー株式会社および東京パワーテクノロジ

ー株式会社も参画している。例えば、尾瀬山小

屋組合、尾瀬交通システム検討委員会など。ま

た、片品村が建設した尾瀬ぷらり館(観光 PR 展

示施設)の活用・借受運営をしており、地元住民

や観光客とのつながりは深い。 

4 
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定性評価指標 所見 
水準 

適合度 

③ 地域の経済の発展・維

持に役立っているか 

東京パワーテクノロジー株式会社尾瀬林業事務

所の職員の多くが利根沼田地域の地元雇用であ

る。また、山林作業、巡視、山小屋運営等を行う

現場作業員の地元雇用も発生している。 

観光客への自然ガイド事業、尾瀬の木道整備、年

間約 16 万人（令和 6 年度）の入山客が利用する

山小屋の維持管理など観光業への寄与は大きい。 

4 

④  森で働く人の安全を

確保しているか労働関連

法規を遵守しているか 

山林作業・木道整備等は地元事業体に委託してお

り、作業上の安全確保については委託仕様書(戸

倉山林保育作業仕様書等)にて『安全の確保、打

ち合わせ、装備、悪天候時の対応、作業環境の整

備、作業時の注意事項』等について指示している。

また、尾瀬地区公共的施設整備工事施工安全計画

書(木道設置)においては緊急連絡体制図や安全

管理組織図を示し、安全管理に努めている。 

作業を開始する際には、新規入場者教育として作

業員に対して安全作業の指導を行っている。安全

事前評価(web 安全会議)も実施している。 

作業員全員の労災保険がかけられている。 

4 

⑤  森林を対象とした体

験学習、森林ボランティ

アの受け入れ等を行って

いるか 

ボランティアにより植林されたブナ林では、東電

社員や一般の方を対象に間伐体験等を行ってい

る。ブナ林にはヤマネの巣箱が設置されている。 

また、尾瀬ぷらり館のネイチャー分野の管理委託

を受けており、バードコール等のクラフト体験、

展示物の説明など森林教育プログラムを提供す

る態勢を整えている 。 

4 

⑥  管理森林に関わる各

種法令を順守しているか 

関係法令集を保持し、それに基づき全ての法を順

守している(自然公園法、森林法、労働基準法、

文化財保護法、河川法等)。隣接山林との境界は

明瞭であり(境界杭設置、自然地形)、境界紛争は

ない。尾瀬戸倉山林敷地内には、山小屋(8 軒)の

ほかに、養蜂場、NTT、KDDI、Softbank、ビジ

ターセンター、木道敷地等に土地を貸している。

これら貸借等のすべての契約書は揃っている。 

4 

小 計 24 

合 計（経済面+社会貢献面） 38 

評価得点（合計×1.25） 47 
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3.2 森林の管理・経営の林況主要定量指標による評価 

認定対象地内で標準地を設定して、樹種、直径、樹高、樹冠長、曲がり、病虫害等を

調査し、「群馬県民有林人工林収穫予想表 人工林林分材積表（昭和 63年 3 月／群馬県

林務部）」のカラマツ（初期本数 3,000 本）の値を用いて、人工林調査の結果を以下の

林況総括表にまとめた。対象森林に関しては次のような特徴が見られた。 

・ 林齢が高いため平均直径は 32.9 ㎝と太く、平均樹高は 28.8m と高く地味の良い土

壌と言える。 

・ 本数密度の平均は 178％と全体的に若干高い値を示す。これは、間伐遅れにより立

木本数が過密である他に、樹高成長が良いため樹高からみた標準本数が低く算定さ

れ、標準本数に対する立木本数が高くなるということも影響している。 

調査地 NO1 は本数密度 44%であり、また相対照度は 70%と非常に高く、強間伐

により林冠が開きすぎていることが分かる。 

・ 形状比の平均は 88 とやや高い値を示している。形状比は 70 以下が望ましく、値

が高いほど風倒害等の気象害に弱いとされている。カラマツは特に風害に弱いため

直径成長を促す施業、密度管理を行っていく必要がある。 

・ 曲がり率は平均 64.9％、病虫傷率は平均 14.2％、枯損木率は 5.9％で、特に曲がり

が多く形質に難が見られる。手入れが遅れている林分では、ツルの巻き上がりが目

立ち病虫害率、枯損木率も高い。病虫傷害は主に、間伐木の搬出時に幹を傷つけた

ことによる。 

・ 樹冠長比は平均 27.1％と高い値を示す。 

・ 相対照度は 23％と全体的には適切な値となっている。ただし、相対照度 70%、60%、

40％と強間伐により林冠が開きすぎている林分も見られる。一方で、間伐遅れで林

冠が閉じ、相対照度 5％の林分もあった。 

・ 立木材積は 583.7m3/haと非常に大きい値を示す。 

 

 

表 9 人工林調査 林況総括表 

調査地点 
樹種 

林齢 平均直径 平均樹高 平均樹冠長 曲がり率 病虫傷率 枯損木率 相対照度 樹冠長率 

NO. 年 cm m m % % % % % 

1 カラマツ 63 31.2 26.3  5.3 100.0 0.0 25.0 70 20.3 

2 カラマツ 76 34.4 34.4  5.7 75.0 50.0 0.0 60 16.6 

3 カラマツ 76 33.9 34.1  9.5 33.3 0.0 10.0 10 28.0 

4 カラマツ 81 38.6 31.0  9.1 33.3 16.7 0.0 20 29.3 

5 カラマツ 66 35.1 29.9  9.5 42.9 14.3 12.5 20 31.8 

6 カラマツ 73 35.3 32.7  8.2 62.5 37.5 0.0 40 24.9 

7 カラマツ 74 32.8 30.1  8.4 41.7 0.0 0.0 5 27.8 

8 カラマツ 59 26.9 28.2  6.6 81.8 0.0 8.3 15 23.3 

9 カラマツ 63 33.5 24.4  8.2 80.0 30.0 0.0 5 33.6 

10 カラマツ 52 27.2 23.0  6.5 88.9 22.2 0.0 10 28.3 

11 カラマツ 69 37.9 27.5  9.5 75.0 0.0 0.0 15 34.6 

12 カラマツ 68 28.1 23.7  6.4 64.7 0.0 15.0 5 27.2 

平均 32.9 28.8  7.7 64.9 14.2 5.9 23 27.1 
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調査地点 
樹種 

林齢 立木本数 立木材積 形状比 標準直径 標準本数 最大・最

小直径比 

直径指数 本数密度 

NO. 年 本/ha m3/ha % cm 本/ha % % 

1 カラマツ 63 153 122.9 84 31.3 351 1.5 99.6 44 

2 カラマツ 76 400 512.0 100 43.4 174 1.6 79.4 231 

3 カラマツ 76 450 555.7 101 43.0 178 1.4 78.9 253 

4 カラマツ 81 300 435.2 80 38.8 238 1.3 99.5 126 

5 カラマツ 66 354 409.3 85 37.2 265 1.8 94.2 134 

6 カラマツ 73 400 512.1 93 41.1 203 1.4 86.0 197 

7 カラマツ 74 600 609.6 92 37.5 261 1.4 87.4 230 

8 カラマツ 59 691 441.1 105 33.7 290 1.5 79.7 238 

9 カラマツ 63 572 489.9 73 30.1 328 2.4 111.3 174 

10 カラマツ 52 572 305.3 85 28.3 387 2.2 95.9 148 

11 カラマツ 69 400 496.4 72 32.8 312 1.4 115.7 128 

12 カラマツ 68 850 498.6 84 29.1 358 2.3 96.4 237 

平均 479 449.0 88 35.5 279 1.7 93.7 178 

 

 

表 10 森林の管理・経営の林況主要定量指標による評価採点 

 

森の健全度 優良 良 平均的 不良 荒廃 

評価採点 4 3 2 1 0 

林況指標 

(調査結果) 

本数密度指数   178   

形状比   88   

枯損木率 5.9     

樹冠長率   27.1   

最大・最小直径比  1.7    

林況指標 

(採点) 

本数密度指数   2   

形状比   2   

枯損木率 4     

樹冠長率   2   

最大・最小直径比  3    

各事項得点 4 3 6 0 0 

合計 13 

評価得点 26 
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3.3 採点・評価 

①森林の管理・経営の定性評価指標「経済面」6 項目と「社会貢献面」6 項目の水準適

合度の合計（48 点満点）を 1.25 倍（60 点満点） 

②林況主要定量指標の 5項目の得点（20 点満点）を合計し、これを 2倍（40 点満点） 

③これら①②の得点を合算して、100点を最優良として以下の得点範囲で評価した。そ

の結果を下表に示す。 

 

表 11 森林の管理・経営の定性評価指標・定量指標による評価結果 

社会貢献面・経済面の定性評価得点 47 

林況指標による定量評価得点 26 

総合得点 73 （良） 
  

総合得点 100～81 80～61 60～41 40～21 21～ 

森林の管理・経営評価 優良 良 平均的 やや不良 不良 
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現地写真とコメント 

  

適切に間伐が行われ本数が調整されているカラマツ人工林 間伐遅れのためか小さい樹冠 

  

間伐遅れで直径のばらつきが大きく、枯損木も多い 強間伐すぎでスカスカの林分 

  

伐倒木の搬出時についたキズ。丁寧な作業が必要 B 層に含まれる軽石 

  

背丈ほどの高さのあるササ類が繁茂 ササ類がない林分では広葉樹が繁茂し、階層構造を形成 
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原因不明のカラマツの立ち枯れ 林道の浸食等は見られない 

  

間伐前後の林縁の様子。右が間伐後 下層に広葉樹が繁茂し、林縁は閉じている 

  

林内を流れる渓流は多い。渓流沿いの渓畔林 キツツキが空けた穴。木の内部の虫を食べる 

  

植林や間伐体験を行っているブナ林 
カラマツ林の下にカラマツを樹下植栽。以前はブナを植栽

してあったがシカ等による食害で全滅 
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シカが食べない植物ばかりが残る（バイケイソウ等） 高層湿原に生育するナガバノモウセンゴケ。食虫植物 
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4 森林吸収源（ＣＯ２吸収量）の算定 

森林吸収源の評価においては認定対象面積 3,452.98ha のすべてを対象とした。人工

林は 1,326.62ha、天然林は 2,126.36ha である。 

人工林は、カラマツ以外のスギ、マツ、その他針葉樹等はすべて極小面積であるため、

すべてカラマツとして計算した。また、天然林の広葉樹・針葉樹林は針葉樹が 98％を

占めるため、すべて針葉樹としてカウントし、その他 1 の拡大係数等を使用した。年間

幹材積成長量の把握にあたっては、人工林は「群馬県民有林人工林収穫予想表 人工林

林分材積表（昭和 63 年 3 月／群馬県林務部）」のカラマツ（初期本数 3,000 本）地位

Ⅱの材積から算定し、天然林については内地一般雑木林平均収穫表（森林家必携）を用

いて算定した。 

 

年間炭素吸収量および年間 CO2吸収量の算定式 

① 年間炭素吸収総量(t-C/年) 

＝幹材積成長量×拡大係数×容積密度×（1＋地下部率）×炭素含有率（0.51） 

② 年間 CO２吸収総量(t-CO2/年)＝年間炭素吸収総量×44÷12 

 

4.1 森林吸収源の算定期間 

2025年 10月 1日～2030 年 9月 30日 

 

4.2 森林吸収源に関わる森林状況と炭素吸収量 

 

表 12 カラマツ人工林 齢級別幹材積、幹材積成長量及び年間森林吸収量 

齢級 
面積 蓄積  

蓄積 次齢級の蓄積 幹材積成長量 年間の 

炭素吸収量 A B (B-A)/5 

ha ｍ3/ha ｍ3 ｍ3 m3/年 t-c/年 

1 0.00 20.57 0 0 0 0.0 

2 0.00 41.13 0 0 0 0.0 

3 0.00 100.91 0 0 0 0.0 

4 0.00 155.43 0 0 0 0.0 

5 0.00 204.71 0 0 0 0.0 

6 1.70 248.73 423 489 13 4.0 

7 0.00 287.51 0 0 0 0.0 

8 0.00 321.03 0 0 0 0.0 

9 30.89 349.31 10,790 11,501 142 43.0 

10 0.00 372.33 0 0 0 0.0 

11 106.56 390.11 41,570 42,904 267 80.8 

12 175.78 402.63 70,774 72,053 256 77.4 

13 568.14 409.91 232,883 235,471 518 156.6 

14 299.42 414.46 124,098 124,936 168 50.7 

15 136.67 417.26 57,027 57,273 49 14.9 
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16 7.46 419.06 3,126 3,132 1 0.4 

17 0.00 419.86 0 0 0 0.0 

合計 1,326.62   540,691 547,760 1,414 427.9 

 

表 13 天然林 齢級別幹材積、幹材積成長量及び年間森林吸収量 

齢級 
面積 蓄積  

蓄積 次齢級の蓄積 幹材積成長量 年間の 

炭素吸収量 A B (B-A)/5 

ha ｍ3/ha ｍ3 ｍ3 m3/年 t-c/年 

1 0.00 7.00 0 0 0 0.0 

2 0.00 15.00 0 0 0 0.0 

3 0.00 24.78 0 0 0 0.0 

4 0.00 62.56 0 0 0 0.0 

5 5.89 91.02 536 671 27 8.1 

6 12.03 113.86 1,370 1,599 46 13.9 

7 0.00 132.93 0 0 0 0.0 

8 5.00 149.31 747 818 14 4.3 

9 4.77 163.67 781 842 12 3.7 

10 0.00 176.44 0 0 0 0.0 

11 0.00 187.94 0 0 0 0.0 

12 2.75 198.41 546 572 5 1.6 

13 21.45 208.01 4,462 4,652 38 11.5 

14 0.00 216.87 0 0 0 0.0 

15 40.04 225.11 9,013 9,321 62 18.6 

16 0.00 232.80 0 0 0 0.0 

17 0.00 240.02 0 0 0 0.0 

18 133.81 246.81 33,025 33,884 172 52.0 

19 18.68 253.22 4,730 4,844 23 6.9 

20 5.13 259.30 1,330 1,360 6 1.8 

21 27.79 265.08 7,367 7,520 31 9.3 

22 0.00 270.59 0 0 0 0.0 

23 0.00 275.84 0 0 0 0.0 

24 0.00 280.87 0 0 0 0.0 

25 0.00 285.68 0 0 0 0.0 

26 17.33 290.31 5,031 5,108 15 4.7 

27 4.75 294.76 1,400 1,420 4 1.2 

28 1,826.94 299.04 546,336 553,885 1,510 456.9 

29 0.00 303.18 0 0 0 0.0 

合計 2,126.36   616,673 626,496 1,964 594.5 
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年間炭素吸収総量は、1,022.4 t-C/年で、CO2に換算すると年間 CO2吸収総量は 

3,748 ｔ-CO2/年である。 

 

4.3 主伐・更新により吸収量から減算又は加算される森林吸収量（当初１年間） 

・ 吸収量から減算される主伐等はなし。 

・ 吸収量に加算される更新等なし。 

   

当初の 1年間の主伐により減算される炭素排出量、更新により加算される炭素吸収量

により、差し引き炭素排出量は、0 ｔ-C で、二酸化炭素に換算すると 0 ｔ-CO2が控除

される。 

 

森林吸収量の算定 

以上より、森林吸収源の評価対象森林 3,452.98 ha の年間炭素吸収総量は、1,022.4 ｔ

-C/年、年間 CO2吸収総量は 3,748 ｔ-CO2/年 である。また、当初 1 年間の実年間

CO2吸収量は 3,748 ｔ-CO2/年 である。 

 

5 評価・算定数値向上のための指摘事項 

調査の結果、当該地域の林業と森林の回復または促進のために、以下のような改善事

項が今後の対策としてあげられる。 

・ カラマツ人工林が高齢級に偏っており、それにより森林の成長量が鈍化し、森林吸

収量も減少している。森林吸収源、生物多様性、森林資源の確保のため、森林の若

返りを図ることも検討していくことが必要である。 

・ 間伐の際の選木（立木配置）や残存木の傷など施業時の改善が必要な林地が見られ

た。選木の仕方は県による補助金の認定にも影響を与えているとのことであり、林

業家や県職員から選木方法について指導を仰ぐことも一案である。また、残存木へ

の傷については、委託業者に徹底指導する必要がある。 

・ アクセスが悪く、間伐遅れの人工林について、どのような整備が行えるのか、具体

的な検討がされることが望ましい。 
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6 今後のモニタリングのためのデータ 

（１）森林認証データ 

森林認証の種類： FSC 

森林認証を認定した機関の名称： ソイルアソシエーション ウッドマーク 

認証の有効期間 ： 2025年 2月 25日～2030 年 2月 24 日 

認証対象面積 ： 16,334 ha 

 

(２) 森林経営計画データ 

森林経営計画を認定した都道府県の名称：片品村 

計画対象地域：片品村 

計画の種類：区域計画 

計画面積：51.32 ha 

計画の期間：令和 4 年 11 月 13～令和 9 年 11 月 12 日 
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7 認定調査 補足情報 

 

7.1 調査日程 

2025年 6月 30日～7 月 2 日 

 

7.2 調査者名簿 

名前 所属 役職 

望月亜希子 株式会社森林再生システム 取締役 

齊藤理沙 株式会社森林再生システム 森林施業プランナー 

原田敦子 個人コンサルタント - 

 

7.3 調査認定者 

本認定調査の認定は、FSC 審査員の望月亜希子により行われた。 

 

7.4 調査地点数 

調査名 
地点数 

針葉樹林 広葉樹林 

森林調査 12 0 

植生調査 12 1 

土壌調査 12 0 

計 36 1 

 

7.5 調査地点図 

 
※調査地番号は 1～12 が人工林（森林調査、植生調査および土壌調査実施地点）、13 が広葉樹林（植生調

査のみ）






